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【火山災害対策編】第１章第３節 

第１章 総則 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

  ３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（17）関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間情

報の整備・提供に関すること。 

イ 復旧・復興のための公共測量

の指導・助言に関すること。 

ウ 地殻変動の監視に関すること。 

エ 災害教訓の伝承に関するこ

と。 

（19）長野行政監視 

  行政相談センター 

ア 被災者への生活支援情報の提

供に関すること。 

イ 専用電話を備えた相談窓口の

開設に関すること。 

ウ 特別行政相談所の開設に関す

ること。 

 

 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

  ３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（17）関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間

情報の整備・提供に関するこ

と。 

イ 復旧・復興のための公共測量

の指導・助言に関すること。 

ウ 地殻変動の監視に関するこ

と。 

（追加） 

（新規）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地方行政機関の

追加に伴い修正 
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【火山災害対策編】第１章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

  ５ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（４）電気通信事業者 (NTT東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、

ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽

天モバイル㈱) 

（６）日本放送協会 

（長野放送局） 

気象予警報等の放送周知に関する

こと、災害情報等広報に関するこ

と 

 

 

 

６ 指定地方公共機関 

 機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（６）放送事業者 (信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレ

ビ信州、長野朝日放送㈱、長野エ

フエム放送㈱、㈱インフォメーシ

ョン・ネットワーク・コミュニテ

ィ、エルシーブイ㈱、㈱テレビ松

本ケーブルビジョン、㈱上田ケー

ブルビジョン、㈱Goolight) 

気象・地象予警報等の放送周知に

関すること、災害情報等広報に関

すること。 

(7)長野県情報ネットワ

ーク協会 

気象・地象予警報等の放送周知に

関すること、災害情報等広報に関

すること。 
 

  ５ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（４）電気通信事業者 (東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコ

モ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、

楽天モバイル㈱) 

（６）日本放送協会 

（長野放送局） 

災害情報等広報に関すること 

 

 

 

６ 指定地方公共機関 

 機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（６）放送事業者 (信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレ

ビ信州、長野朝日放送㈱、長野エ

フエム放送㈱、㈱インフォメーシ

ョン・ネットワーク・コミュニテ

ィ、エルシーブイ㈱、㈱テレビ松

本ケーブルビジョン、㈱上田ケー

ブルビジョン、㈱Goolight) 

天気予報及び警報、災害情報等広

報に関すること。 

(7)長野県情報ネットワ

ーク協会 

天気予報及び警報、災害情報等広

報に関すること。 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

予警報周知を含める

ため修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予警報周知を含める

ため修正 

予警報周知を含める

ため修正 
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【火山災害対策編】第２章第１節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 火山災害に強い県づくり 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 火山災害に強いまちづくり 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（全部局） 

    （ア）災害に強いまちづくり 

      ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある

場合には、短時間に多数の住民等の避難が必要に

なる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形

特性及び退避壕等の防災関連施設を表した地理

空間情報の整備の推進、あらかじめ避難のための

道路等の整備推進に努める。 

   

    （エ）降灰対策 

活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進

することにより、火山噴火に伴う降灰が火山周辺地

域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに

努める。 

       また大規模噴火に伴う降灰は広域に影響を及ぼ

すことから、住民の安全確保策など、広域に降り

積もる火山灰への対策の推進についても務める

第１節 火山災害に強い県づくり 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 火山災害に強いまちづくり 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（全部局） 

    （ア）災害に強いまちづくり 

      ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある

場合には、短時間に多数の住民等の避難が必要に

なる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形

特性及び避難所等の防災関連施設を表した地理

空間情報の整備の推進、あらかじめ避難のための

道路等の整備推進に努める。 

   

    （エ）降灰対策 

活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進

することにより、火山噴火に伴う降灰が火山周辺地

域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに

努める。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

ものとする。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）火山災害に強いまちの形成 

      ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある

場合には短時間に多数の住民等の避難が必要に

なる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形

特性及び退避壕等の防災関連施設を表した地理

空間情報の整備の推進、あらかじめ避難のための

道路等の整備推進に努める。その際、各火山の特

性を十分考慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）火山災害に強いまちの形成 

      ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある

場合には短時間に多数の住民等の避難が必要に

なる場合があることを勘案し、あらかじめ避難の

ための道路等の整備の推進に努めるものとする。

その際、各火山の特性を十分考慮するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第３節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（サ）国関係機関、市町村及び公共機関等と情報の共有

化を図るため、横断的に共有すべき防災情報を、新

総合防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)や新物資

システム（Ｂ－ＰＬｏ）等に情報が集約できるよう

努めるとともに、必要に応じて活用するものとする。

（全部局） 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（ク）国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を

図るため、横断的に共有すべき防災情報を、新総合

防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)や新物資シ

ステム（Ｂ－ＰＬｏ）等に情報が集約できるよう努

めるとともに、必要に応じて活用するものとする。 

（削除） 

 

（ケ）災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（サ）国関係機関、市町村及び公共機関等と情報の共有

化を図るため、横断的に共有すべき防災情報を、総

合防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)に集約でき

るよう努めるとともに、必要に応じて活用するもの

とする。（全部局） 

 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（ク）国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を

図るため、横断的に共有すべき防災情報を、総合防

災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)に集約できる

よう努めるとともに、必要に応じて活用するものと

する。 

（ケ）情報収集手段としてパソコンネットワーク等の活

用を推進するものとする。 

（コ）災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

内容の整理に伴い削

除 
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【火山災害対策編】第２章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

係機関等の出席を求めることができる仕組みの構

築に努めるものとする。 

（コ）噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報（臨

時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等

に伝達する体制を整備するものとする。 

（サ）火山防災情報の登山者への伝達をより確実にする

ため、防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、

登録制メール、登山口等における掲示、山小屋の管

理人等を介した情報伝達など、地域の状況を踏まえ

ながら、情報伝達手段の多様化を図るものとする。 

 

ウ【気象庁（気象台）が実施する計画】 

 

  ２ 情報の分関整理 

    県及び市町村は、平時より自然情報、社会情報、防災情

報等防災関連情報の収集蓄積、情報形式の標準化に努める

とともに、パソコンネットワーク等の活用により災害情報

等共有化、住民への周知を図る。 

 

  ３ 通信手段の強化 

  （１）現状及び課題 

     過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情

報通信が困難になり不能となるケースがあった。災害対

係機関等の出席を求めることができる仕組みの構

築に努めるものとする。 

（サ）噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報（臨

時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等

に伝達する体制を整備するものとする。 

（シ）火山防災情報の登山者への伝達をより確実にする

ため、防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、

登録制メール、登山口等における掲示、山小屋の管

理人等を介した情報伝達など、地域の状況を踏まえ

ながら、情報伝達手段の多様化を図るものとする。 

 

ウ【気象庁が実施する計画】 

 

  ２ 情報の分関整理 

    県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災

情報等防災関連情報の収集蓄積、情報形式の標準化に努め

るとともに、パソコンネットワーク等の活用により災害情

報等共有化、住民への周知を図る。 

 

  ３ 通信手段の強化 

  （１）現状及び課題 

     過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情

報通信が困難になったり不能となるケースがあった。災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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【火山災害対策編】第２章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

策にとって、情報収集は欠かせない前提条件であり情報

通信手段は多ルートで設定することが求められる。 

 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

 （オ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供

されている災害時優先電話等を効果的に活用す

るよう努める。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（カ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供さ

れている災害時優先電話等を効果的に活用するよ

う努める。 

また、災害用として配備されている無線電話等の

機器については、その運用方法等について習熟して

おくこと。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネッ

トワーク機器等の停電対策を図ること。 

害対策にとって、情報収集は欠かせない前提条件であり

情報通信手段は多ルートで設定することが求められる。 

 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

 （オ）東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提

供されている災害時優先電話等を効果的に活用

するよう努める。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（新設） 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

内容の整理に伴う追

記 
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【火山災害対策編】第２章第６節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 救助・救出・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 救助・救出用資機材の整備 

  （１）現状及び課題 

令和７年４月１日現在、県内消防本部における救助

救急車両の現有台数は、救助工作車26台、救急自動車

121台であり、消防力の整備指針に対する充足率は、

救助工作車96.3％、救急自動車100％である。 

これらの状況から、救助工作車及び救急自動車につ

いては、一定の充足及び高規格化は果たされてはいる

が、更なる促進は必要である。さらに、消防団、自主

防災組織等を中心とした救助・救急活動に必要な資機

材の整備、分散配置及び平時からの訓練の実施も必要

である。 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

    （エ）市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニ

ティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行

い、消防団、自主防災組織を中心に、住民の協力を

得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備

第６節 救助・救出・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 救助・救出用資機材の整備 

  （１）現状及び課題 

令和５年４月１日現在、県内消防本部における救助

救急車両の現有台数は、救助工作車26台、救急自動車

120台であり、消防力の整備指針に対する充足率は、

救助工作車96.3％、救急自動車99.2％である。 

これらの状況から、救助工作車及び救急自動車につい

ては、一定の充足及び高規格化は果たされてはいるが、

更なる促進は必要である。さらに、消防団、自主防災組

織等を中心とした救助・救急活動に必要な資機材の整

備、分散配置及び平常時からの訓練の実施も必要であ

る。 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

    （エ）市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニ

ティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行

い、消防団、自主防災組織を中心に、住民の協力を

得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【火山災害対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

及び平時からの訓練の実施が行われるよう助言す

る。 

    （オ） 

      ｂ 警察本部で整備すべき資機材 

      （ｂ）レスキュー車、投光車、キッチンカー、交通

規制用バン型車、オフロード二輪車等災害警備

活動用車両 

  

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設

等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防団、自主

防災組織を中心に住民の協力を得て、発災当初の救

助・救急活動を行う体制の整備を図るものとする。 

また、平時から住民に対して、これらを使用した、

救助方法及び応急手当等の指導を行うとともに、定

期的に訓練を実施するものとする。 

 

   ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

   （２）実施計画 

     ア【県が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設や避難所等の情報を迅速に把

握するために、広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）、災害時保健医療福祉活動支援システム

及び平常時からの訓練の実施が行われるよう助言

する。 

    （オ） 

      ｂ 警察本部で整備すべき資機材 

      （ｂ）レスキュー車、投光車、キッチンカー、トイ

レカー、給水車、交通規制用バン型車、オフロ

ード二輪車等災害警備活動用車両 

  

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設

等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防団、自主

防災組織を中心に住民の協力を得て、発災当初の救

助・救急活動を行う体制の整備を図るものとする。 

また、平常時から住民に対して、これらを使用し

た、救助方法及び応急手当等の指導を行うととも

に、定期的に訓練を実施するものとする。 

 

   ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

   （２）実施計画 

     ア【県が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に

把握するために、広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練

表現の統一に伴う修

正 

 

 

実情に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

（Ｄ24Ｈ）等の活用に努め、操作等の研修・訓練

を定期的に行う。（健康福祉部） 

 

     イ【市町村が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設や避難所等の情報を迅速に把

握するために、広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）、災害時保健医療福祉活動支援システム

（Ｄ24Ｈ）等の活用に努め、操作等の研修・訓練

を定期的に行うものとする。 

 

 

     ウ【関係機関が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設や避難所等の情報を迅速に把

握するために、広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）、災害時保健医療福祉活動支援システム

（Ｄ24Ｈ）等の活用に努め、操作等の研修・訓練

を定期的に行うものとする。 

 

を定期的に行う。（健康福祉部） 

 

 

     イ【市町村が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に

把握するために、広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練

を定期的に行うものとする。 

 

 

 

     ウ【関係機関が実施する計画】 

     （ウ）災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に

把握するために、広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練

を定期的に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第 11 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第11節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難計画の策定等 

   イ【県が実施する計画】 

（キ）警察署、交番及び駐在所が発行するミニ広報紙や、

各種会合出席等の平時の警察活動を通じて、地域住民

に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避難

所、避難経路及び避難時の留意事項等について周知徹

底を図る。（警察本部） 

 

   ウ【市町村が実施する計画】 

   （ア）避難計画の作成 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ａ）平時における広報 

 

（イ）避難行動要支援者対策 

市町村は、平時より避難行動要支援者に関する情報

を把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成し、避難

支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を

得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供

し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、

第11節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難計画の策定等 

   イ【県が実施する計画】 

（キ）警察署、交番及び駐在所が発行するミニ広報紙や、

各種会合出席等の平常時の警察活動を通じて、地域住

民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避難

所、避難経路及び避難時の留意事項等について周知徹

底を図る。（警察本部） 

 

   ウ【市町村が実施する計画】 

   （ア）避難計画の作成 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ａ）平常時における広報 

 

（イ）避難行動要支援者対策 

市町村は、平常時より避難行動要支援者に関する情

報を把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成し、避

難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意

を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供

し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【火山災害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を

一層図るものとする 

 

   オ【住民が実施する計画】 

   （ア） 

ｂ 医薬品や火気などの点検 

  

  ２ 避難場所の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平時から避難経路上の障害物の除去等を行い、

その確保に努める。（県有施設管理部局） 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施

設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想定さ

れる災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の

同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時に

おいて、安全が確保される指定緊急避難場所及び

避難者が避難生活を送るために必要十分な指定

避難所について、必要な数、規模の施設等をあら

かじめ指定し、平時から、指定避難所の場所、収

避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を

一層図るものとする。 

 

   オ【住民が実施する計画】 

    （ア） 

ｂ 救急医薬品や火気などの点検 

 

  ２ 避難場所の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平常時から避難経路上の障害物の除去等を行

い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施

設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想定さ

れる災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の

同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時に

おいて、安全が確保される指定緊急避難場所及び

避難者が避難生活を送るために必要十分な指定

避難所について、必要な数、規模の施設等をあら

かじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修
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【火山災害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

容人数、家庭動物の受入れ方法等について、住民

への周知徹底を図るものとする。 

 

  ３ 避難所の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（ウ）県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平時から避難経路上の障害物の除去等を行い、

その確保に努める。（県有施設管理部局） 

 

（オ）避難所の感染症対策については、第３章第１７節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平時から、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておく

とともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

（コ）避難所の感染症対策については、第３章第17節「保

健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平時から、指

定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくと

ともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、

防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要

収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、住

民への周知徹底を図るものとする。 

 

  ３ 避難所の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（ウ）県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平常時から避難経路上の障害物の除去等を行

い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

 

（オ）避難所の感染症対策については、第３章第１７節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時か

ら、指定避難所のレイアウトや動線等を確認してお

くとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な措

置を講じるよう努めるものとする。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

（コ）避難所の感染症対策については、第３章第17節「保

健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平時から、指

定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくと

ともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、

防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要

正 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【火山災害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（ス）指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施

設を確保し、快適なトイレ環境確保のための携帯ト

イレ、簡易トイレ、食料、飲料水、安眠確保のため

の段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛

布、プライバシー確保のためのパーティション、乳

幼児用粉ミルク又は乳幼児用液体ミルク、乳児・小

児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、

生理用品ほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必

要な物資等の避難生活に必要な物資の備蓄に努め

るものとする。 

 

な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（ス）指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施

設を確保し、食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、

非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベ

ッド等の簡易ベッド（以下「段ボールベッド等」と

いう。）、パーティション、炊き出し用具、毛布等避

難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等

の備蓄に努めるものとする。 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第 21 節 

第２章 災害予防計画 
新 旧 修正理由・備考 

第21節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

（１）現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時におけ

る情報の収集伝達に有効である市町村防災行政無線の

整備については、令和６年度末現在次のとおりである。 

方式別 令和６年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 70（90.9%） 

移動系（移動局） 49（63.6%） 

 

  ４ 電気通信施設災害予防 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者との間におい

て、情報収集系統を確立するとともに、平常時より連

携を強化する。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

市町村は、それぞれの地域防災計画等の定めるとこ

ろにより、ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者との連

携を図るものとする。 

第21節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

（１）現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時におけ

る情報の収集伝達に有効である市町村防災行政無線の

整備については、令和４年度末現在次のとおりである。 

方式別 令和４年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 69（89.6%） 

移動系（移動局） 51（66.2%） 

 

  ４ 電気通信施設災害予防 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

東日本電信電話（株）等の電気通信事業者との間に

おいて、情報収集系統を確立するとともに、平常時よ

り連携を強化する。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

市町村は、それぞれの地域防災計画等の定めるとこ

ろにより、東日本電信電話（株）等の電気通信事業者

との連携を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 
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【火山災害対策編】第２章第 21 節 

新 旧 修正理由・備考 

    ウ【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソ

フトバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する計画】 

 

５ 放送施設災害予防 

（１）現状および課題 

ア 日本放送協会（長野放送局） 

火山災害等に際して放送の送出および受信を確保

するため、災害対策を確立して、対策措置を円滑に実

施し、公共放送としての協会の使命を達成するため平

時から放送所や機器等の整備に努めている。 

 

イ 信越放送㈱ 

非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信

を確保するために、「地震・災害緊急放送マニュアル」

を作り、また、災害対策体制を確立して平時から対策

の円滑な実施が図れるよう心掛け、放送局としての使

命を果たすべく努力している。 

 

   （２）実施計画 

ア【日本放送協会が実施する計画】 

平時に実施する災害予防対策に加えて、施設の補

強、放送機器の転倒防止等の対策、非常電源設備の

充実を推進するものとする。 

    ウ【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する計画】 

 

５ 放送施設災害予防 

（１）現状および課題 

ア 日本放送協会（長野放送局） 

火山災害等に際して放送の送出および受信を確保

するため、災害対策を確立して、対策措置を円滑に実

施し、公共放送としての協会の使命を達成するため平

常時から放送所や機器等の整備に努めている。 

 

イ 信越放送㈱ 

非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信

を確保するために、「地震・災害緊急放送マニュアル」

を作り、また、災害対策体制を確立して平常時から対

策の円滑な実施が図れるよう心掛け、放送局としての

使命を果たすべく努力している。 

 

   （２）実施計画 

ア【日本放送協会が実施する計画】 

平常時に実施する災害予防対策に加えて、施設

の補強、放送機器の転倒防止等の対策、非常電源

設備の充実を推進するものとする。 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【火山災害対策編】第２章第 24 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第 24節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 土石流対策 

(1) 現状及び課題 

一見、安定した河床、林相を呈している地域でも、豪雨

によって土石流が発生し、人家集落が壊滅的被害を受けて

いる事例が多い。 

特に本県は、糸魚川－静岡構造線と中央構造線が縦断

し、土石流が発生しやすい急峻で脆弱な地質の土地が多

く、令和７年４月１日現在、土砂災害警戒区域（土石流）

は 6,735区域で、全国でも有数の土石流の発生地を有して

いる。 

 

４ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区

については、令和７年４月１日現在、山腹崩壊危険地区

3,741 か所、崩壊土砂流出危険地区4,662か所である。 

 

５ 土砂災害警戒区域等の対策 

(1) 現状及び課題 

第 24節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 土石流対策 

(1) 現状及び課題 

一見、安定した河床、林相を呈している地域でも、豪雨

によって土石流が発生し、人家集落が壊滅的被害を受けて

いる事例が多い。 

特に本県は、糸魚川－静岡構造線と中央構造線が縦断

し、土石流が発生しやすい急峻で脆弱な地質の土地が多

く、令和５年４月１日現在、土砂災害警戒区域（土石流）

は 6,715区域で、全国でも有数の土石流の発生地を有して

いる。 

 

４ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区

については、令和７年４月１日現在、山腹崩壊危険地区

3,741 か所、崩壊土砂流出危険地区4,662か所である。 

 

５ 土砂災害警戒区域等の対策 

(1) 現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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【火山災害対策編】第２章第 24 節 

新 旧 修正理由・備考 

本県では、令和７年４月１日現在で27,331区域が土砂災

害警戒区域に指定されている。 

また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区

域は21,602区域あり、区域内には住宅もある。このため、

開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民へ

の情報の提供に留意する必要がある。 

 

本県では、令和５年４月１日現在で27,224区域が土砂災

害警戒区域に指定されている。 

また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域

は21,505区域あり、区域内には住宅もある。このため、開

発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民への

情報の提供に留意する必要がある。 

時点修正 
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【火山災害対策編】第２章第 27 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関におい

て相互応援の協定を締結し、平時より連携を強化しておく。 

 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 関係団体との協力体制の整備 

（１）現状及び課題 

    火山災害により、道路・道路施設及び橋梁が被災した場

合、速やかに応急復旧活動を行い、交通の確保を図る必要

がある。応急復旧は各道路管理者ならびに警察の機関単独

では対応が遅れるおそれがある。この対策として、被災後

の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互

応援の協定を締結し、平時より連携を強化しておく。 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協

定を締結し、平時より連携を強化しておく。（全機

関） 

 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関におい

て相互応援の協定を締結し、平常時より連携を強化してお

く。 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 関係団体との協力体制の整備 

（１）現状及び課題 

    火山災害により、道路・道路施設及び橋梁が被災した場

合、速やかに応急復旧活動を行い、交通の確保を図る必要

がある。応急復旧は各道路管理者ならびに警察の機関単独

では対応が遅れるおそれがある。この対策として、被災後

の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互

応援の協定を締結し、平常時より連携を強化しておく。 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協

定を締結し、平常時より連携を強化しておく。（全機

関） 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【火山災害対策編】第２章第 30 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第30節 農林水産物災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

火山災害における農林水産関係の被害は、降灰

による水稲、果樹、野菜等の農作物の生育不良や

病害発生、水産物の斃死被害が予想されるととも

に、噴火に伴う火砕流等による立木の倒伏・消失

や生産・流通・加工施設被害なども予想される。 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

火山災害による立木の倒伏・消失防止のため、

適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るとと

もに、壮齢期の森林にあっては、間伐による本数

密度の調整を行い、適正な形状比の立木仕立てを

指導している。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

(ア) 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林

づくり指針により、多様な森林の整備を図る。 

第30節 農林水産物災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

火山災害における農林水産関係の被害は、降灰

による水稲、果樹、野菜等の農作物の生育不良や

病害発生、水産物の斃死被害が予想されるととも

に、噴火に伴う火砕流等による立木の倒壊・消失

や生産・流通・加工施設被害なども予想される。 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

火山災害による立木の倒壊・消失防止のため、

適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るとと

もに、壮齢期の森林にあっては、間伐による本数

密度の調整を行い、適正な形状比の立木仕立てを

指導している。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

(ア) 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林

づくり指針に基づき、多様な森林の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正 
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【火山災害対策編】第２章第 32 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第32節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

  １ 住民等に対する防災知識の普及啓発 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （ア） 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所等

での飼養についての準備等の家庭での予防・安全

対策 

ｃ 災害による家屋の損害を補償する保険・共済等

の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予

防・安全対策 

 ｄ （略） 

 e （略） 

 ｆ （略） 

 g （略） 

 h （略） 

 i （略） 

 j （略） 

 k （略） 

 l （略） 

  m （略） 

  n （略） 

第32節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

  １ 住民等に対する防災知識の普及啓発 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （ア） 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所で

の飼養についての準備等の家庭での予防・安全対

策 

 

 

 

 ｃ （略） 

 ｄ （略） 

 ｅ （略） 

 ｆ （略） 

 ｇ （略） 

 ｈ （略） 

 ｉ （略） 

 ｊ （略） 

 ｋ （略） 

 ｌ （略） 

 ｍ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

他の編の記載にあわ

せて修正 
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【火山災害対策編】第２章第 32 節 

o （略） 

p （略） 

q （略） 

r （略） 

s 平時から住民が実施しうる出火防止等の対策の内

容 

t （略） 

u （略） 

 

    エ【気象庁（気象台）が実施する計画】 

 

ケ【関係機関が実施する計画】 

（ア）消防機関は、普及計画に基づき、住民を対象に応

急手当(救急法)の講習会を実施するものとする。 

（イ）日本赤十字社長野県支部は、応急手当(救急法)や

赤十字防災セミナー等の地域住民に向けた防災に

関する講習会等を実施するものとする。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

（２）実施計画 

イ【住民が実施する計画】 

住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、

防災教育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方

法により、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

 ｎ （略） 

ｏ （略） 

ｐ （略） 

ｑ （略） 

ｒ 平時時から住民が実施しうる出火防止等の対策

の内容 

ｓ （略） 

ｔ （略） 

 

    エ【気象台が実施する計画】 

 

ケ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部及び消防機関は、それぞれ

の普及計画に基づき、住民を対象に応急手当（救急法）

の講習会を実施するものとする。 

 

 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

（２）実施計画 

イ【住民が実施する計画】 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

表現の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第２章第 39 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第39節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

３【関係機関が実施する計画】 

(4) 本県に関係する気象庁が常時監視する活火山の観測は、

以下のとおり実施されている。 

オ 草津白根山  

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位

衛星システム（ＧＮＳＳ）等）を設置し、24時間体制で

観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地

観測を実施している。そのほか、国土地理院、関東地方

整備局、防災科学技術研究所、東京科学大学、草津町が

必要な観測を行っている。 

 

第39節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

３【関係機関が実施する計画】 

(4) 本県に関係する気象庁が常時監視する活火山の観測は、

以下のとおり実施されている。 

オ 草津白根山  

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位

衛星システム（ＧＮＳＳ）等）を設置し、24時間体制で

観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地

観測を実施している。そのほか、国土地理院、関東地方

整備局、防災科学技術研究所、東京工業大学、草津町が

必要な観測を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の修正 
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様式【火】第３章第１節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 火山災害に強い県づくり 

 

別紙１ 噴火警報・予報等の情報伝達系統図 

   （１）噴火警報・予報等の伝達系統図 

 

   （２）火山活動解説資料の伝達系統図 

 

 

 

 

第１節 火山災害に強い県づくり 

 

別紙１ 噴火警報・予報等の情報伝達系統図 

   （１）噴火警報・予報等の伝達系統図 

 

（２）火山活動解説資料の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統図の修正 

 

 

 

 

 

 

 

系統図の修正 
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様式【火】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図 

（２）御嶽山火山防災協議会の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図 

（２）御嶽山火山防災協議会の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

連絡系統図の更新 

 

木曽警察署

陸上自衛隊第13普通科連隊第3科

長野県建設部砂防課

長野県観光部山岳高原観光課

長野県環境部自然保護課

長野県立御嶽山ビジターセンター

木曽広域消防本部

国土地理院関東地方測量部

木曽建設事務所

国土交通省中部地方整備局

多治見砂防国道事務所

飯田国道事務所

木曽森林管理署

名古屋大学御嶽山火山研究施設

一般社団法人木曽おんたけ観光局

木曽地区山岳遭難防止対策協会

おんたけ交通株式会社

豊実精工株式会社

木曽カントリー株式会社

木曽町消防団

木曽町御嶽山ビジターセンター

避難促進施設

御嶽山二ノ池飲料水管理組合

NTT東日本

または

NTT西日本 株式会社シシ

王滝村消防団

木曽町

王滝村

上松町

上松町観光協会

消防庁

上松町消防団

木曽広域

消防本部 報道機関

NHK

凡例

火山防災協議会構成機関

協議会・事務局構成機関

名古屋大学大学院環境学研究科　前田裕太講師

上松町

危機管理課

気象庁火山監視・警報センター 元名古屋大学教授　木股文昭先生

長野県危機管理部 名古屋大学　山岡耕春名誉教授

御嶽山火山防災協議会事務局

信州大学農学部農学生命科学科　堤大三教授

噴火警報・予報に限る

御嶽山火山防災協議会　火山防災情報伝達系統図（長野県側）

気

象

庁

火

山

監

視

・

警

報

セ

ン

タ

ー

警察庁 長野県警察本部警備第二課

登

山

者

・

観

光

客

・

地

域

住

民

等

長

野

地

方

気

象

台

長野県

危機管理部

長野県

木曽地域振興局

木曽町総務課

危機管理室

東

京

管

区

気

象

台

王滝村

総務課

・ 太線枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第8条第1号及び第9条の規定に基づく法定伝達先。

・ 二重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報（噴火警報（居住地域）が位置づけられている）の通

知もしくは周知の措置が義務付けられている経路。

・ 太線及び二重線の経路は、噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）及び噴火速報が発表された際に、活

動火山対策特別措置 法第12条によって、通報又は要請等が義務付けられている伝達経路。

・ 実線は気象庁が発表する御嶽山に関する火山防災情報の伝達系統を示し、これに関する情報共有は実線及び点線の

経路を用いて行う。 また、必要に応じて関係する他機関へも連絡を行う。

木曽警察署

陸上自衛隊第13普通科連隊第3科

長野県建設部砂防課

長野県観光部山岳高原観光課

長野県環境部自然保護課

長野県立御嶽山ビジターセンター

木曽広域消防本部

国土地理院関東地方測量部

木曽建設事務所

国土交通省中部地方整備局

多治見砂防国道事務所

飯田国道事務所

木曽森林管理署

名古屋大学御嶽山火山研究施設

一般社団法人木曽おんたけ観光局

木曽地区山岳遭難防止対策協会

おんたけ交通株式会社

豊実精工株式会社

木曽カントリー株式会社

木曽町消防団

木曽町御嶽山ビジターセンター

避難促進施設

御嶽山二ノ池飲料水管理組合

NTT東日本

または

NTT西日本 株式会社シシ

王滝村消防団

木曽町

王滝村

上松町

上松町観光協会

消防庁

上松町消防団

木曽広域

消防本部 報道機関

NHK

信州大学農学部農学生命科学科　堤大三教授

凡例

火山防災協議会構成機関

協議会・事務局構成機関

上松町

危機管理課

気象庁火山監視・警報センター （削除）

長野県危機管理部 名古屋大学　山岡耕春名誉教授

御嶽山火山防災協議会事務局 名古屋大学大学院環境学研究科　前田裕太准教授

長野県

木曽地域振興局

木曽町総務課

危機管理室

東

京

管

区

気

象

台

王滝村

総務課

噴火警報・予報に限る

御嶽山火山防災協議会　火山防災情報伝達系統図（長野県側）

気

象

庁

火

山

監

視

・

警

報

セ

ン

タ

ー

警察庁 長野県警察本部警備第二課

登

山

者

・

観

光

客

・

地

域

住

民

等

長

野

地

方

気

象

台

長野県

危機管理部

・ 太線枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第8条第1号及び第9条の規定に基づく法定伝達先。

・ 二重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報（噴火警報（居住地域）が位置づけられている）の通

知もしくは周知の措置が義務付けられている経路。

・ 太線及び二重線の経路は、噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）及び噴火速報が発表された際に、活

動火山対策特別措置 法第12条によって、通報又は要請等が義務付けられている伝達経路。

・ 実線は気象庁が発表する御嶽山に関する火山防災情報の伝達系統を示し、これに関する情報共有は実線及び点線の

経路を用いて行う。 また、必要に応じて関係する他機関へも連絡を行う。
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【火山災害対策編】第３章第２節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関

及び団体の協力を得て実施する。調査に当たっては、関

係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め

るものとする。 

調査事項 調査機関 協力機関 

(略) (略) （略） 

社会福祉

施設被害 

市町村・施

設管理者 
保健福祉事務所 

(略) (略) （略） 

医療施設

関係被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

給食施設

関係被害 
施設管理者 

保健福祉事務所（福祉・医療施設

の被害報告から把握） 

 

商工関係

被害 

市町村 地域振興局・商工会議所・商工会 

観光施設

被害 
市町村 地域振興局 

 （以下略） 

 

 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関

及び団体の協力を得て実施する。調査に当たっては、関

係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め

るものとする。 

調査事項 調査機関 協力機関 

（略） (略) (略) 

社会福祉

施設被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

(略) (略) （略） 

医療施設

関係被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

（新設） 
 

 

 

 

商工関係

被害 
市町村 

地域振興局・商工会議所・商

工会 

観光施設

被害 
市町村 地域振興局 

  （以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療福祉調整本

部マニュアル及び第

3章第 3節非常参集

職員の活動「健康増

進班」の項目に合わ

せて明記。 
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【火山災害対策編】第３章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

４ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

（ウ） 市町村の実施事項 

c 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報

連絡が取れない場合は、国（総務省消防庁）に直接

被害情報等の連絡を行うものとする。 

この場合の対象となる災害は次のとおりとする。 

なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直

ちに通常ルートに戻すものとする。 

(a) 自市町村において災害対策本部を設置した

災害 

(b) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等

からみて、特に報告の必要があると認められ

る程度の災害 

(c) (a)又は(b)に定める災害になるおそれのあ

る災害 

なお、国への報告は、消防組織法第40条に基づく

災害報告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防第246

号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日

付消防災第267号）により行う消防庁への報告と一

体的に行うものとする。 

４ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

（ウ） 市町村の実施事項 

c 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報

連絡が取れない場合は、国（総務省消防庁）に直接

被害情報等の連絡を行うものとする。 

この場合の対象となる災害は（ア）のdに定める

とおりとする。 

なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直

ちに通常ルートに戻すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災・災害等即報要

領等による基準によ

り直接報告を行う災

害事例を明記 
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【火山災害対策編】第３章第 12 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第12節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

  ４ 避難所等の開設・運営 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する対策】 

（コ）指定避難所における生活環境について下記の事項

に注意を払い、必要な措置を講ずることで、常に良

好なものであるよう努めるものとする。 

ａ トイレの設置状況・し尿処理状況等の把握、

簡易トイレ・トイレカー・トイレトレーラー

等のより快適なトイレの設置への配慮 

ｂ 食事供与の状況の把握、栄養バランスのとれ

た適温の食事の提供（炊き出しに利用できる

学校給食施設等の場所、調理器具、食料等の

確保） 

ｃ 避難所開設当初からのパーティションや段ボ

ールベッド等の簡易ベッドの設置 

ｅ 避難の長期化等、必要に応じた避難者の健康状

態や指定避難所の環境状況の把握 

（ｃ）健康のための入浴施設設置の有無及び利用頻         

度 

第12節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

  ４ 避難所等の開設・運営 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （コ）指定避難所における生活環境について下記の事項

に注意を払い、必要な措置をとることで、常に良好

なものであるよう努めるものとする。 

ａ  トイレの設置状況等の把握に努め、簡易トイ

レ、トイレカー、トイレトレーラー等のより

快適な  トイレの設置への配慮 

ｂ 食事供与の状況の把握に努め、栄養バランス

の取れた適温の食事の提供 

ｃ 避難所開設当初からパーティションや段ボー

ルベッド等の簡易ベッドの設置 

 

 

      ｅ 避難の長期化等必要に応じて、避難者の健康状

態や指定避難所の環境状況の把握 

      （ｃ）入浴施設設置の有無及び利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

(h) ごみの処理状況 

ｆ 家庭動物との同行避難に対する適切な体制の整備

（専用スペースの確保等）、家庭動物の受入状況の

把握 

 

 

 

（サ）指定避難所における感染症対策のため、受付時の

確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、

感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用ス

ペース又は個室の確保等の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（シ）指定避難所等の運営における女性や子育て家庭の

参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男

女双方の視点等への配慮や子ども・若者の居場所の

確保に努めるものとする。特に、女性専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着

の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯

ブザーの配布等による指定避難所等における安全

性の確保、キッズスペースや学習スペースの設置な

ど、女性や子育て家庭、子ども・若者のニーズに配

(h) し尿及びごみの処理状況 

ｆ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のため

のスペースの確保等、同行避難について適切な体制

整備に努めるとともに、避難所等における家庭動物

の受入状況を含む避難状況等の把握 

 

 

（サ）指定避難所における感染症対策のため、受付時の

確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、

感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用ス

ペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。 

 

（シ）指定避難所の運営における女性の参画を推進する

とともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等

に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女

性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザ

ーの配布等による指定避難所における安全性の確

保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定

避難所の運営管理に努めるものとする。 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。 

（ス）指定避難所等における女性や子ども等に対する性

暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用

のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣

室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶにつ

いての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、

女性や子ども等の安全に配慮するよう努めるもの

とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携

の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努

めるものとする。 

 

（テ）やむを得ず避難所に滞在することができない被災

者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等

による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの

提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保が

図られるよう努めるものとする。 

 

（ニ）避難所を開設した場合には、関係機関等による支

援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等と

ともに、指定避難所については当該避難所に付与さ

れた全国共通避難所・避難場所ＩＤを適切に県に報

告するよう努めるものとする。 

 

（ス）指定避難所等における女性や子供等に対する性暴

力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用の

トイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・

入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所

に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについ

ての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女

性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとす

る。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、

被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める

ものとする。 

 

    （テ）やむを得ず指定避難所に滞在することができない

被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健

師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービ

スの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確

保が図られるよう努めるものとする。 

 

    （二）避難所を開設した場合には、関係機関等による支

援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を

適切に県に報告するよう努めるものとする。 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

（２）実施計画 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （イ）広域一時滞在の対応 

      ｂ 市町村間の情報共有等 

被災市町村は、広域一時滞在の受入先市町村と

の間で、被災住民に関する情報共有を確実に行う

ものとする。また、受入先市町村は、受け入れた

被災住民に対し、必要な支援情報を提供するもの

とする。 

ｃ 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画

に基づき、適切な広域的避難収容活動を実施する

ものとする。 

 

  ６ 住宅の確保 

  （１）基本方針 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民

に対して、早期に生活基盤が安定するよう県及び市町村

は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに

住宅の提供または住宅情報の提供を行い、避難所の早期

解消に努めることとする。 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

（２）実施計画 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （イ）広域一時滞在の対応 

（新設） 

 

 

 

 

 

ｂ 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画

に基づき、適切な広域的避難収容活動を実施する

ものとする。 

 

  ６ 住宅の確保 

  （１）基本方針 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民

に対して、早期に生活基盤が安定するよう県及び市町村

は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに

住宅の提供または住宅情報の提供を行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は県が、適用され

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

なお、災害救助法が適用された場合は県が、適用され

ない場合は必要に応じて市町村が住宅の提供を行う。 

 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する対策】 

  （エ）災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、

災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮

設住宅等を提供する。（危機管理部、建設部） 

 

  イ【市町村が実施する対策】 

（カ）応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮

設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引き

こもりなどを防止するための心のケア、入居者に

よるコミュニティの形成及び運営に努めるとと

もに、女性の参画を推進し、女性や子ども・若者

を始めとする生活者の意見を反映できるよう配

慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮

設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する

ものとする。 

ない場合は必要に応じて市町村が住宅の提供を行う。 

 

 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する対策】 

  （エ）災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、

災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮

設住宅等を提供する。（建設部） 

 

  イ【市町村が実施する対策】 

（カ）応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設

住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこも

りなどを防止するための心のケア、入居者によるコ

ミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性

の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を

反映できるよう配慮するものとする。また、必要に

応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに

も配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 29 節 

第３章 災害応急対策計画 
新 旧 修正理由・備考 

第29節 土砂災害等応急活動 

第３ 活動の内容 

  １ 土砂流出、泥流対策 

  （２）実施計画 

    イ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ウ）必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）・ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥアドバイザーを派遣

し、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパートナーとの連携等によ

り、被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速

な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期

復旧、給水支援その他災害応急対策など、施設・設

備の応急復旧活動に関して被災地方公共団体等が

行う活動に対する支援を実施するものとする。 

また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）等は、被災状況を実施する場合にはヘ

リ、無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・

救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が

活動する災害現場において、活動を実施する場合

や、避難所等における給水支援等を実施する場合に

は、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部

隊や関係団体等との間で、情報共有及び活動調整、

相互協力を行うものとする。 

第29節 土砂災害等応急活動 

第３ 活動の内容 

  １ 大規模土砂災害対策 

  （２）実施計画 

    イ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ウ）必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体

のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防

止、被災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対

策など、施設・設備の応急復旧活動に関して被災地

方公共団体等が行う活動に対する支援を実施する

ものとする。 

 

また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）は、被災状況を実施する場合にはヘリ、

無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・救

急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活

動する災害現場において、活動を実施する場合に

は、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部

隊や関係団体等との間で、情報共有及び活動調整、

相互協力を行うものとする。  

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【火山災害対策編】第３章第 35 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第35節 農林水産物災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大

防止のための栽培・管理技術指導の徹底を図るととともに、

農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延

防止のための防除、倒伏した立木等による二次災害防止のた

めの除去を行うものとする。 

 

第３ 活動の内容 

  １ 農水産物災害応急対策 

  （２）実施計画 

    エ【住民が実施する対策】 

    （イ）作目別の主な応急対策 

      ｂ 果樹 

      （ａ）ブロワーでの払落しや散水などにより灰の除

去を図る。 

 

      ｃ 野菜及び花き 

      （ａ）ブロワーでの払落しや散水・水洗いを実施し、

灰の除去を図るものとする。 

第35節 農林水産物災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大

防止のための栽培・管理技術指導の徹底を図るととともに、

農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延

防止のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止のた

めの除去を行うものとする。 

 

第３ 活動の内容 

  １ 農水産物災害応急対策 

  （２）実施計画 

    エ【住民が実施する対策】 

    （イ）作目別の主な応急対策 

      ｂ 果樹 

      （ａ）散水して灰の除去を図る。 

 

 

      ｃ 野菜及び花き 

      （ａ）散水・水洗いを実施し、灰の除去を図るもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

『農作物等災害対策

指針』第１のⅡ「災

害別応急技術対策」

の記述に合わせて改

訂 
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